
　

本
市
議
会
は
、
在
日
米
軍
再
編
に
関
す
る
キ
ャ
ン
プ
座
間
へ
の
米
陸
軍
新
司
令
部
並
び

に
陸
上
自
衛
隊
中
央
即
応
集
団
司
令
部
の
設
置
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
の
基
地
の
強
化
・

恒
久
化
は
、
市
総
合
計
画
に
お
い
て
基
地
の
整
理
・
縮
小
・
返
還
を
市
是
と
し
て
い
る
こ

と
及
び
昭
和
四
十
六
年
陸
上
自
衛
隊
（
現
第
四
施
設
群
）
の
一
部
共
同
使
用
時
に
国
と
締

結
し
た
「
覚
書
」
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も

の
と
し
て
、
一
昨
年
来
、
反
対
で
あ
る
と
い
う
意
思
を
重
ね
て
表
明
し
て
き
た
。

　

中
間
報
告
ま
で
国
は
、
基
地
の
こ
れ
以
上
の
強
化
・
恒
久
化
は
反
対
で
あ
る
と
す
る
地

元
の
意
思
及
び
覚
書
を
尊
重
し
、
六
万
二
千
人
に
及
ぶ
反
対
署
名
を
重
く
受
け
止
め
日
米

協
議
に
あ
た
る
と
言
明
し
、
中
間
報
告
の
直
前
ま
で
再
編
に
関
連
す
る
自
治
体
名
な
ど
い

ま
だ
決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
中
間
報
告
前
に
必
ず
関
係
自
治
体
へ
誠
意
を
も
っ
て
説
明
し
理
解
を
求
め
る

と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
約
束
を
果
た
さ
れ
ず
い
き
な
り
中
間
報
告
が
出
さ
れ
、
そ
の
基
本

的
内
容
は
、
今
後
変
更
は
な
し
と
す
る
国
の
姿
勢
に
憤
り
と
不
信
を
抱
き
、
反
対
の
意
思

を
さ
ら
に
強
く
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

中
間
報
告
後
、
本
市
は
最
終
報
告
に
向
け
て
地
元
の
意
向
を
尊
重
し
、
誠
意
を
も
っ
て

説
明
、
協
議
を
な
す
こ
と
を
求
め
て
き
た
が
、
中
間
報
告
で
示
さ
れ
た
再
編
内
容
は
見
直

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
基
地
恒
久
化
の
解
消
策
も
示
さ
れ
な
い
中
、
最
終
報
告
が
行
わ
れ
た

の
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
り
、
本
市
議
会
が
一
貫
し
て
表
明
し
て
き
た
基
地
強
化
、
恒
久

化
阻
止
の
立
場
か
ら
し
て
、
今
回
の
最
終
報
告
は
到
底
容
認
で
き
な
い
。

　

よ
っ
て
本
市
議
会
は
、
米
軍
再
編
最
終
報
告
を
受
け
、
改
め
て
米
陸
軍
新
司
令
部
並
び

に
陸
上
自
衛
隊
中
央
即
応
集
団
司
令
部
の
キ
ャ
ン
プ
座
間
へ
の
移
転
に
反
対
す
る
こ
と
を

表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
決
議
す
る
。

　　

地
方
六
団
体
は
、
本
年
五
月
十
日
開
催
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
、
民
間
議
員
か
ら
地

方
交
付
税
の
総
額
を
一
方
的
に
抑
制
す
る
旨
の
提
案
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
、直
ち
に「
地

方
交
付
税
制
度
の
本
質
論
を
無
視
し
た
も
の
で
看
過
で
き
な
い
」と
の
見
解
を
表
明
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
「
地
方
の
歳
出
は
、
国
が
法
令
等
に
よ
り
そ
の
実
施
を
義
務
付
け
た
り
、

国
庫
補
助
負
担
金
に
合
わ
せ
て
支
出
す
る
も
の
な
ど
、
そ
の
七
割
は
国
が
関
与
す
る
経
費

で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
今
後
、
地
方
歳
出
は
、
社
会
保
障
費
な
ど
の
増
も
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た

事
情
を
全
く
考
慮
せ
ず
、
何
ら
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
、
移
転
支
出
で
あ
る
地
方
交
付
税

の
総
額
を
今
後
五
年
間
現
在
の
水
準
以
下
に
抑
制
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
地
方
交
付
税
制
度
の
本
質
論
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
容
認
し
が
た
い
」
そ
し

て
、
「
こ
れ
ま
で
地
方
が
懸
命
に
行
財
政
改
革
に
取
り
組
み
、
国
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で
大

幅
な
歳
出
削
減
に
努
力
を
し
て
き
た
経
緯
を
無
視
し
た
国
の
赤
字
の
地
方
へ
の
つ
け
回
し

は
断
じ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

　

本
市
へ
の
地
方
交
付
税
配
分
額
は
、
平
成
十
七
年
度
約
十
九
億
四
千
七
百
万
円
の
実
績

に
対
し
て
、
平
成
十
八
年
度
予
算
見
込
み
で
は
約
九
億
五
千
万
円
と
四
八
・
八
％
削
減
さ

れ
、
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
て
左
記
事
項
の
実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

一　

地
方
公
共
団
体
が
行
財
政
運
営
に
責
任
を
負
う
た
め
、
地
方
交
付
税
制
度
の
財
源
保

障
、
財
源
調
整
と
い
う
二
つ
の
機
能
を
堅
持
し
、
そ
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

二　

平
成
十
九
年
度
の
地
方
交
付
税
及
び
一
般
財
源
の
所
要
税
額
を
確
実
に
確
保
す
る
こ

と
。

三　

「
地
方
交
付
税
」
を
「
地
方
共
有
税
」
に
名
称
変
更
し
、
財
源
不
足
を
解
消
す
る
た

め
、
「
地
方
共
有
税
」
の
法
定
率
の
引
き
上
げ
を
行
い
、
地
方
へ
の
税
源
移
譲
を
確
実

に
行
う
こ
と
。

　　

介
護
保
険
制
度
は
、
二
千
年
に
ス
タ
ー
ト
し
、
六
年
目
を
迎
え
、
こ
の
四
月
に
制
度
の

見
直
し
が
行
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
制
度
の
基
本
理
念
で
あ
る
「
介
護
の
社
会
化
」「
選
択
性
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
」

と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
な
お
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

特
に
、
介
護
保
険
事
業
を
賄
う
財
源
は
、
保
険
者
で
あ
る
地
方
自
治
体
と
被
保
険
者
で

あ
る
市
民
に
重
く
の
し
か
か
り
、
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
本
市
は
、
第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
を
二
度
に
わ
た
り
二
〇
・
三
％
の

引
き
上
げ
を
行
う
な
ど
の
取
り
組
み
を
し
て
き
て
い
る
。

　

制
度
発
足
時
、
国
は
公
費
負
担
五
〇
％
分
の
二
五
％
を
負
担
す
る
と
し
て
い
た
。
し
か

し
、
実
際
は
、
本
市
の
例
を
見
れ
ば
二
〇
〇
五
年
度
実
績
で
は
、
調
整
交
付
金
〇
・
四
二

％
を
含
む
国
庫
支
出
金
総
額
は
二
〇
・
四
二
％
、
二
〇
〇
六
年
度
予
算
見
込
み
に
お
け
る

国
庫
支
出
金
総
額
は
二
〇
・
二
三
％
で
、
そ
れ
が
歳
入
予
算
に
占
め
る
割
合
は
一
七
・
一

％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

介
護
保
険
料
が
高
い
最
大
の
理
由
は
、
介
護
保
険
の
導
入
時
に
公
的
介
護
の
費
用
に
占

め
る
国
庫
負
担
の
割
合
を
五
〇
％
か
ら
二
五
％
へ
と
縮
小
し
た
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
を
計

画
的
に
元
に
戻
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
当
面
は
、
介
護
保
険
の
給
付
費
に
占
め
る
国
庫

負
担
の
割
合
を
全
国
市
長
会
な
ど
が
求
め
て
き
た
よ
う
に
、
国
庫
負
担
金
を
二
五
％
、
調

整
交
付
金
を
含
む
国
庫
補
助
金
を
五
％
と
国
庫
支
出
金
の
合
計
を
三
〇
％
以
上
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
本
市
議
会
は
、
介
護
保
険
事
業
財
源
の
公
費
負
担
の
国
庫
負
担
割
合
を
三
〇
％

以
上
に
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

消
費
者
金
融
な
ど
貸
金
業
の
ほ
と
ん
ど
が
、
現
在
、
罰
則
が
な
い
か
ら
と
、
利
息
制
限

法
を
超
え
る
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
」
で
貸
し
付
け
を
し
て
お
り
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

る
。

　

「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
（
灰
色
金
利
）
」
と
は
、
刑
事
罰
の
対
象
に
な
る
出
資
法
の
上

限
金
利
（
年
二
九
・
二
％
）
と
、
罰
則
の
な
い
利
息
制
限
法
の
上
限
金
利
（
借
入
金
額
に

よ
り
一
〇
〜
二
〇
％
）
の
間
の
部
分
の
こ
と
で
あ
り
、
利
息
制
限
法
を
上
回
る
金
利
は
本

来
無
効
で
あ
る
が
、
消
費
者
金
融
や
大
銀
行
は
、
借
り
手
の
自
由
な
意
思
に
よ
る
返
済
な

ら
認
め
る
と
い
う
貸
金
業
規
制
法
の
特
例
を
悪
用
し
、
利
息
制
限
法
を
上
回
る
高
額
の
利

子
を
取
り
立
て
て
き
た
。

　

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
今
年
三
月
に
発
表
し
た
調
査
で
は
、
複
数
の
貸
金
業
者
か
ら
借

金
し
て
い
る
多
重
債
務
者
の
九
割
が
、
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
」
の
意
味
を
知
ら
ず
に
返

済
に
追
わ
れ
て
い
た
実
態
が
判
明
し
、
多
重
債
務
者
二
百
万
人
、
自
己
破
産
約
二
十
万
件
、

経
済
・
生
活
苦
で
の
自
殺
者
約
八
千
人
と
い
う
状
況
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。

　

一
方
、
消
費
者
金
融
が
公
的
資
金
を
受
け
た
大
銀
行
な
ど
の
金
融
グ
ル
ー
プ
か
ら
低
金

利
で
資
金
調
達
し
て
お
り
、
貸
せ
ば
貸
す
ほ
ど
も
う
か
る
た
め
過
剰
融
資
に
走
り
暴
利
を

得
て
い
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

よ
っ
て
本
市
議
会
は
、
政
府
に
対
し
貸
金
業
制
度
の
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
」
撤
廃
を

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
や
消
費
者
金
融
を
利
用
し
、
返
済
困
難
に
陥
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
多
重
債

務
者
は
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
百
五
十
万
人
か
ら
二
百
万
人
、
自
己
破
産
者
は
年
間
二

十
一
万
人
を
超
え
、
経
済
・
生
活
苦
に
よ
る
自
殺
者
も
年
間
八
千
八
百
人
を
突
破
し
ま
し

た
。
大
半
の
多
重
債
務
者
は
、
債
権
者
の
厳
し
い
取
り
立
て
を
恐
れ
て
返
済
の
た
め
の
借

金
を
繰
り
返
す
自
転
車
操
業
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
原
因
と
思
わ
れ
る
自
殺
、
家
出
、

犯
罪
な
ど
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
国
民
の
十
人
に
一
人
が
消
費
者
金
融
を
利
用
し
、
国
民

一
人
当
た
り
二
枚
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
我
が
国
に
お
い
て
、
誰
も
が

多
重
債
務
に
陥
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
ま
さ
に
「
多
重
債
務
社
会
」
の
一
方
で
、
大
手
消
費
者
金
融
（
サ
ラ
金
）
は
、

現
在
も
高
収
益
を
あ
げ
、
そ
の
役
員
は
「
長
者
番
付
」
上
位
の
常
連
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
低
金
利
に
よ
る
資
金
調
達
と
と
も
に
、
利
息
の
上
限
違
反
に
刑
罰
を

科
す
出
資
法
と
、
民
事
的
効
力
の
限
界
と
な
る
利
息
を
定
め
る
利
息
制
限
法
の
上
限
金
利

の
間
の
差
（
民
事
上
無
効
だ
が
刑
事
罰
の
対
象
と
な
ら
な
い
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
）
が
あ
り
、

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
利
率
で
貸
し
付
け
る
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ヤ
ミ
金
対
策
法
の
附
則
（
二
〇
〇
三
年
改
正
出
資

法
附
則
第
十
二
条
）
で
二
〇
〇
七
年
一
月
を
目
途
に
、
消
費
者
金
融
の
金
利
規
制
を
見
直

す
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
を
事
実
上
否
定
し
た
今
年
一
月
の

最
高
裁
判
決
も
あ
り
、
こ
れ
か
ら
国
会
等
で
の
議
論
が
本
格
化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
多
重
債
務
の
未
然
防
止
と
消
費
者
保
護
を
図
る
た
め
、
政
府
に
対
し

て
次
の
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
強
く
要
望
し
ま
す
。

一　

少
な
く
と
も
出
資
法
第
五
条
の
上
限
金
利
を
利
息
制
限
法
第
一
条
の
制
限
金
利
ま
で

引
き
下
げ
、
民
事
・
刑
事
の
規
制
を
統
一
し
、
消
費
者
金
融
の
貸
出
金
利
の
引
き
下
げ

を
図
る
こ
と
。

二　

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
「
み
な
し
弁
済
」
規
定
を
廃
止
す
る

こ
と
。

三　

多
重
債
務
者
に
対
す
る
相
談
体
制
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ
金

被
害
の
未
然
防
止
の
た
め
、
消
費
者
教
育
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

四　

年
金
転
貸
融
資
利
用
の
多
重
債
務
者
に
も
、
住
宅
を
手
放
す
こ
と
な
く
生
活
再
建
す

る
道
を
開
く
よ
う
、
年
金
転
貸
融
資
利
用
の
貸
付
債
権
者
に
民
事
再
生
法
第
百
九
十
六

条
第
一
項
第
四
号
の
住
宅
資
金
特
別
条
項
を
適
用
す
る
こ
と
。

　　

我
が
国
は
、
つ
い
に
人
口
減
少
社
会
に
突
入
し
ま
し
た
。
厚
生
労
働
省
の
人
口
動
態
統

計
に
よ
る
と
、
昨
年
十
一
月
ま
で
の
一
年
間
に
出
生
数
が
死
亡
数
を
概
数
で
八
千
三
百
四

十
人
下
回
り
、
人
口
が
年
間
で
初
め
て
自
然
減
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

今
後
、
約
三
十
年
間
は
十
五
〜
六
十
四
歳
の
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
し
続
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
女
性
の
就
労
率
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
は
確
実
で
す
。
少
子
社
会
へ
の

対
応
を
考
え
た
時
、
今
後
の
働
き
方
と
し
て
、
男
性
も
女
性
も
共
に
、
仕
事
と
子
育
て
・

介
護
な
ど
家
庭
生
活
と
の
両
立
に
困
難
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
働
き
方
が
可
能
に
な
る
よ

う
な
環
境
整
備
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
働
き
方
や
暮
ら
し
方
を
見
直
し
て
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
」
を
図
る
こ
と
、

い
わ
ゆ
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
が
、
こ
れ
か
ら
の
わ
が
国
に
と
っ
て
重

要
課
題
で
す
。

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
、
働
く
者
に
と
っ
て
望
ま
し
い
だ
け
で
な
く
、
企
業

に
と
っ
て
も
、
両
立
支
援
の
充
実
し
て
い
る
会
社
が
順
調
に
業
績
を
伸
ば
し
て
い
る
事
例

が
多
数
あ
り
、
就
業
意
欲
の
高
ま
り
、
労
働
生
産
性
の
向
上
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。

　

厚
生
労
働
省
の
研
究
会
が
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
ま
と
め
た
報
告
書

（
平
成
十
六
年
六
月
）
は
、
「
政
府
に
は
、
『
仕
事
と
生
活
の
調
和
』
の
実
現
に
向
け
た

環
境
整
備
に
早
急
に
着
手
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
労
働
政
策
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
省
庁
の
枠
を
超
え
て
総
合
的
に
政

策
が
実
行
で
き
る
よ
う
、
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
推
進
基
本
法
」
（
仮
称
）
を
制
定
す
べ

　

議
会
で
は
六
月
定
例
会
で
次
の
決
議
・
意
見
書
を
可
決
し
、

直
ち
に
関
係
機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

地
方
交
付
税
の
制
度
堅
持
と
総
額
確
保
を
求
め
る
意
見
書

キ
ャ
ン
プ
座
間
へ
の
米
陸
軍
新
司
令
部
並
び
に
陸
上
自
衛
隊
中
央

即
応
集
団
司
令
部
の
移
転
に
反
対
す
る
決
議

き
で
す
。

　　

脳
脊
髄
液
減
少
症
は
、
交
通
事
故
、
ス
ポ
ー
ツ
障
害
、
落
下
事
故
、
暴
力
な
ど
に
よ
る

頭
部
や
全
身
へ
の
強
い
衝
撃
に
よ
っ
て
脳
脊
髄
液
が
慢
性
的
に
漏
れ
続
け
、
頭
痛
、
首
や

背
中
の
痛
み
、
腰
痛
、
目
ま
い
、
吐
き
気
、
視
力
低
下
、
耳
鳴
り
、
思
考
力
低
下
、
う
つ

症
状
、
睡
眠
障
害
、
極
端
な
全
身
倦
怠
感
・
疲
労
感
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
症
状
が
複
合
的
に

発
現
す
る
病
気
で
あ
り
、
難
治
性
の
い
わ
ゆ
る
「
む
ち
打
ち
症
」
の
原
因
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
病
気
は
、
こ
れ
ま
で
原
因
が
特
定
さ
れ
な
い
場
合
が
多
く
、「
怠
け
病
」

あ
る
い
は
「
精
神
的
な
も
の
」
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
患
者
の
肉
体
的
・
精
神
的
苦
痛
は

も
と
よ
り
、
患
者
の
家
族
等
の
苦
労
も
は
か
り
知
れ
な
か
っ
た
。

　

近
年
、
こ
の
病
気
に
対
す
る
認
識
が
徐
々
に
広
が
り
、
本
症
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い

る
医
師
ら
よ
り
新
し
い
診
断
法
・
治
療
法
（
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
な
ど
）
の
有
用
性
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
医
学
会
に
お
い
て
も
脳
脊
髄
液
減
少
症
に
関
し
て

本
格
的
な
検
討
を
行
う
機
運
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
長
年
苦
し
ん
で
き
た
患
者
に
と
っ
て

こ
の
こ
と
は
大
き
な
光
明
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
病
気
の
一
般
の
認
知
度
は
ま
だ
ま
だ
低
く
患
者
数
な
ど
実
態
も

明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
全
国
的
に
も
こ
の
診
断
・
治
療
を
行
う
医
療
機
関
が

少
な
い
た
め
、
患
者
・
家
族
等
は
大
変
な
苦
労
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
国
に
お
か
れ
て
は
、
以
上
の
現
状
を
踏
ま
え
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
よ

う
強
く
要
望
す
る
。

記

一　

交
通
事
故
等
の
外
傷
に
よ
る
脳
脊
髄
液
漏
れ
患
者
（
脳
脊
髄
液
減
少
症
患
者
）
の
実

態
調
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
患
者
・
家
族
に
対
す
る
相
談
及
び
支
援
の
体
制
を
確

立
す
る
こ
と
。

二　

脳
脊
髄
液
減
少
症
に
つ
い
て
さ
ら
に
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
診
断
法
並
び
に

ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
を
含
む
治
療
法
を
早
期
に
確
立
す
る
こ
と
。

三　

脳
脊
髄
液
減
少
症
の
治
療
法
の
確
立
後
、
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
等
の
新
し
い
治
療

法
に
対
し
て
早
期
に
保
険
を
適
用
す
る
こ
と
。

　　　

我
が
国
に
は
、
多
く
の
自
衛
隊
や
米
軍
の
施
設
が
所
在
し
て
お
り
、
各
地
で
基
地
施
設

の
所
在
に
起
因
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
発
生
し
、
住
民
活
動
は
も
と
よ
り
地
域
振
興
等

に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
キ
ャ
ン
プ
座
間
を
抱
え
る
本
市
な
ど
基
地
施
設
周
辺
の
市
町
村
は
、
基
地

所
在
に
伴
う
諸
問
題
の
解
決
に
向
け
て
鋭
意
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
基
地
関
係
市
町
村
に
対
し
て
は
、
固
定
資
産
税
の
代
替
的
性
格
を
基
本
と
し

た
基
地
交
付
金
（
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
）
及
び
基
地
交
付
金
の
対

象
外
で
あ
る
米
軍
資
産
や
住
民
税
の
非
課
税
措
置
等
の
税
財
政
上
の
影
響
を
考
慮
し
た
調

整
交
付
金
（
施
設
等
所
在
市
町
村
調
整
交
付
金
）
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
自
衛
隊
等
の
行
為
ま
た
は
防
衛
施
設
の
設
置
・
運
用
に
よ
り
生
ず
る
障
害
の
防

止
・
軽
減
の
た
め
国
の
責
任
に
お
い
て
基
地
周
辺
対
策
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
本
市
な
ど
基
地
関
係
市
町
村
の
行
財
政
運
営
は
、
基
地
所
在
に
伴
う
特
殊
な

財
政
需
要
の
増
大
等
に
よ
り
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
国
に
よ
る
基
地
対
策
の
さ
ら
な

る
充
実
が
必
要
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
国
に
お
か
れ
て
は
、
本
市
な
ど
の
基
地
関
係
市
町
村
の
実
情
に
配
慮
し
て
左
記

事
項
を
実
現
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。記

一　

基
地
交
付
金
及
び
調
整
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
増
額
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
基
地
交
付
金
の
対
象
資
産
を
拡
大
す
る
こ
と
。

二　

基
地
周
辺
対
策
経
費
の
所
要
額
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
各
事
業
の
補
助
対
象
施
設

及
び
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
。
特
に
、
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
増
額
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
割
合
を
三
〇
％
以
上
に
す
る
よ
う
強
く
求

め
る
意
見
書

貸
金
業
制
度
の
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
」
撤
廃
を
求
め
る
意
見
書

多
重
債
務
を
未
然
に
防
止
し
消
費
者
保
護
を
図
る
た
め
の
意
見
書

「
仕
事
と
生
活
の
調
和
推
進
基
本
法
」
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

脳
脊
髄
液
減
少
症
の
研
究
・
治
療
等
の
推
進
を
求
め
る
意
見
書

基
地
対
策
予
算
の
増
額
を
求
め
る
意
見
書

決決

議議

・・

意意

見見

書書


